


　 　　 　

　昭和町の平成20年度決算が、今年9月に開かれた定例町議会で承認されました。町が行っている様々な事業は、
みなさんが納めている税金や、国・県からの補助金などでまかなわれています。
　決算とは、年度始まりの4月から翌年3月の間にいくら収入や支出があったかをまとめた「町の家計簿」です。平成
20年度の歳入総額は91億1,371万円で、歳出総額は84億3,800万円でした。
＊歳入歳出差引額6億7,571万円のうち平成20年度事業で翌年度に繰越す財源３億2,181万円を差し引いた
３億5,390万円は、前年度繰越金として平成21年度の歳入となります。

　歳入の主なものは町税ですが、個人町民税が3,545万円の増、法人町民税も主要法人の申告増により2億3,922万円の増とな
り、町税全体では前年比で7.1％、3億427万円の増収となりました。
　国庫支出金は、都市公園事業・町営住宅建替え事業・地域交流センター建設事業等、国庫補助事業に関連した国庫補助金、
地方債などが減になり、また、諸収入で受けています下水道事業舗装復旧負担金の減により、歳入全体では前年比２.3％、約2
億1,155万円の減額になりました。

町　税
45億 7,679万円
50.2％

その他
22 億 3,820万円
24.6％

国庫支出金
9億

9,164万円
10.9％

町債
5億
7,410
万円
6.3％

譲与税交付金
4億 2,849万円

4.7％

県支出金
3億450万円
3.3％

自　主　財　源　（町が自主的に収入する財源） 依存財源（国や県から交付される財源）

平成20年度　歳  入　91億 1,371万円

その他･･････････ 保育所運営費保護者負担金・学校給食費保護者負担金・町営住宅使用料・基金繰入金・前年度繰越金など
町　債･･････････ 都市公園整備事業・町営住宅建設事業などの借入金
譲与税･交付金･･･ 自動車重量譲与税･地方道路譲与税･地方消費税交付金･自動車取得税交付金･地方特例交付金など

　歳出については、西条小学校増改築事業が完了したため、教育費が前年比37％、約6億8千万円の減額になりました。総務費
については情報系基幹システム整備のため増額、農林水産業費では沼公園関係経費が減額になりました。土木費も町営住宅
建替え事業費の減により大幅に減額になりました。
　諸支出金については、基金への積立金が前年に比べて大幅に増額になりました。歳出全体では前年比3.5％約3億430万円の
減額になりました。

公債費･･････････ 町の借金の返済金
その他･･････････ 議会費・労働費・商工費・基金積立金など

●歳出について

●歳入について

昭和町の家計簿をお知らせします昭和町の家計簿をお知らせします昭和町の家計簿をお知らせします

一般会計決算状況（歳入）

 ●基金とは、町が将来に備えたり、特定の目的のために資金を積み立
て、または、定額の資金を運用するために設けられる資金で、町の
積立預金のことをいいます。

平成20年度末
基金現在高 29億1,194万円

町民一人当り
172,800円

税　目 決 算 額 構成比

個人町民税 10億5,281万円 23.0%

法人町民税 9億2,096万円 20.1%

固定資産税 23億2,742万円 50.9%

軽自動車税 3,632万円 0.8%

町たばこ税 2億3,928万円 5.2%

合　計 45億7,679万円 100％

   

◆基　金◆町税の決算状況

 ●町債とは、町が公園や道路、学校などの大きな事業をするために借
り入れるお金（借金）のことです。これに対し、歳出の公債費とは、
この町債を返済するためのお金です。

　町債を財源とした施設は、長期にわたって利用されることから、町
債も将来にわたって返済していきます。これは現在利用する方と
将来利用する方が公平に負担し合うということです。

 ◎人口は、平成21年3月31日現在人口（16,850人で計算）

平成20年度末
町債現在高 65億314万円

町民一人当り
385,900円

◆町　債

＊端数処理の関係上、合計数値と一致しない場合があります。

財 政 指 標

◆財政力指数
　財政基盤の強弱を示す指数で、標準的な行政需要に必要な財源をどれくらい自力で調達できるかを表しています。この値
が大きいほど財政力に余裕があり、「１」を超えた団体は、自立して自主的に財政運営ができることになりますので、地方交
付税が交付されない、いわゆる「不交付団体」となります。

昭和町の財政力指数
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1.443 1.389 1.422 1.486 1.477

昭和町の経常収支比率
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

62.4% 66.4% 63.7% 71.0% 68.1%

平成20年度

9.0%
昭和町の実質公債費比率

平成17年度 平成18年度 平成19年度

8.0% 8.5% 8.8%

　自治体の財政状況を分析するため様々な分析指数があり、総称して「財政指標」と呼んでいます。昭和町の財政状
況が健全かどうか、財政に弾力性があるかどうか、借金の占める割合が高いか低いかなどを判断する３つの指標に
ついてお知らせします。

◆経常収支比率
　財政の弾力性を測定する最も一般的な指標であり、経常的な一般財源（町税などのように使途が特定されていない財源）
が、経常的に支出する経費（人件費、扶助費、公債費等）にどれくらい充当されているかを示す比率です。この比率が高くなる
ほど財政運営が厳しくなります。
　一般的に70％程度が望ましく、80％を超えると財政構造の弾力性が失われつつあるといわれています。

◆実質公債費比率
　新しい財政指標で、公債費（町債の返済金）による財政負担の程度を示す比率です。実質的な公債費に費やした一般財源の
額が標準財政規模（標準的な行政活動を行うのに必要な額）に占める割合をいいます。公営企業等（下水道事業など）へ繰り出
している起債の償還分も含まれ、実質的な公債費を網羅して算定した指数です。18％を超えると地方債の発行に許可を要し、
25％を超えると起債の制限を受けることになります。

一般会計決算状況（歳出）

平成20年度　歳  出　84億 3,800万円

土木費
21億 3,131万円
25.3％

教育費
11億 8,612万円
14.1％

民生費
15 億 9,568万円
18.9％

総務費
9億

3,354万円
11.1％

衛生費
4億 9,078万円

5.7％

公債費
4億 8,023万円
5.7％

消防費
3億 882 万円

3.7％

農林水産業費
6,874 万円
0.8％

その他
12億 4,280万円
14.7％



　 　　 　

☎

　平成19年6月「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、財政健全化法）」が公布されました。
　この法律は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標が一定基準を超える場合に
早期健全化団体・財政再生団体に指定し、早期の財政再建を図らせるものです。
　地方公共団体は、平成19年度決算数値から、次の健全化判断比率等（①～⑤）を監査委員の審査に付した上で、その意見
を付して議会へ報告し、町民のみなさまに公表することになりました。

健全化判断比率

・実質赤字比率
　一般会計等（一般会計及び渇水対策事業特別会計）を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
　　一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。

・連結実質赤字比率
　すべての会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率。
　　すべての会計の赤字や黒字を合算し、町全体としての赤字の程度を指標化し、全体の財政運営の深刻度を示す
ものです。

・実質公債費比率
　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率（3か年平均）。
　　借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。

・将来負担比率
　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。
　　一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財
政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。

・資金不足比率
　公営企業会計（下水道事業特別会計）の資金不足を、料金収入等と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すも
のです。

・標準財政規模
　自治体が、標準的な状態のとき、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模のことです。
　※標準税収入額等（町税や地方譲与税など）＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額　

用 語 解 説

昭和町の平成20年度決算については、前ページのとおり、早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る比率の
ため、健全段階となりました。

財政健全化判断比率を公表します！財政健全化判断比率を公表します！

指 標 名

①実  質  赤  字  比  率

②連結実質赤字比率

③実 質 公 債 費 比 率

④将  来  負  担  比  率

平成20年度 昭和町 比率

－

－

9.0  

32.1

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

財政再生基準

20.0

40.0

35.0

－

会 計 名

下水道事業特別会計

平成20年度 昭和町 比率

－

経営健全化基準

20.0

※資金不足額がないため、⑤資金不足比率は「－」と表示しています。

※赤字額がないため、①実質赤字比率と②連結実質赤字比率は「－」と表示しています。
※将来負担比率については、財政再生基準が設定されていないため「－」と表示しています。

　早期健全化基準を超えると･･･

　健全化判断比率（①～④）のうち1つでも早期健全化基準を超えると、早期健全化団体として自主的に財政の健
全化を図るため、次のことを行います。
　１．財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
　２．議会で承認された財政健全化計画を県知事に報告
　３．財政健全化計画の実施状況を議会に報告、公表、県知事に報告
　４．外部監査契約による監査

　早期健全化が著しく困難であると判断されたときは、県知事から必要な勧告が行われます。

　財政再生基準を超えると･･･

　健全化判断比率（①～④）のうち、④将来負担比率を除いた３つの比率のうち1つでも財政再生基準を超えると、
財政再生団体として国の関与をうけながら財政の再生を図るため、次のことを行います。
　１．財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
　２．議会で承認された財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができる
　　　→同意がない場合には、災害復旧事業債などを除き、地方債の起債が不可能となる
　３．財政再生計画の実施状況を議会に報告、公表
　４．外部監査契約による監査

　財政再生計画が実際の財政運営に適合しないと判断されたときは、総務大臣から予算の変更等、必要な措置
の勧告が行われます。

　経営健全化基準を超えると･･･

⑤資金不足比率が経営健全化基準を超えると、経営健全化を図るため、次のことを行います。
１．経営健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
２．議会で承認された経営健全化計画を県知事に報告
３．経営健全化計画の実施状況を議会に報告、公表、県知事に報告
４．外部監査契約による監査

　経営健全化が著しく困難であると判断されたときは、県知事から必要な勧告が行われます。

⑤資金不足比率

（単位：％）
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国
民
健
康
保
険
で
は
、毎
年
、季
節
的
な
病
気
が
比
較
的
少
な

く
住
民
の
異
動
が
落
ち
着
い
た
5
月
に
国
保
加
入
者
が
病
気
等

で
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
状
況
を
疾
病
統
計
と
し
て
集
計
し
て
い

ま
す
。本
町
の
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
左
表
）

　

入
院
の
原
因
と
な
る
最
多
の
疾
病
は
腫
瘍（
ガ
ン
、肉
腫
等
）、精

神
及
び
行
動
の
障
害
と
な
っ
て
い
て
昨
年
と
同
様
で
す
。ま
た
、外

来
の
場
合
も
歯
及
び
歯
の
支
持
組
織
の
障
害
、高
血
圧
性
疾
患
が

1
位
と
2
位
を
締
め
て
い
て
昨
年
と
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
を
受
け
て
い
ま
す
か

ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）」と
い
い
ま

す
。

　

こ
れ
は
、「
痛
い
」と
か「
辛
い
」と
い
っ
た

自
覚
症
状
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
特
徴
で
、知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
悪
化
し
様
々
な
合
併

症
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
解
消
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、平
成
20
年
度
か
ら
各
医
療
保
険
者
に

「
特
定
健
診
」が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。昭
和

町
国
民
健
康
保
険
も
昨
年
か
ら
7
月
に
国
保

加
入
者
の
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
を
対
象

に
実
施
し
、今
年
度
に
は
1
、2
0
0
人
強
の

方
が
受
診
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、特
定
健
診
の
実
施
後
、腹
囲
や
Ｂ
Ｍ

I（
体
格
指
数
）に
よ
り
内
臓
脂
肪
の
蓄
積
具

合
が
推
定
さ
れ
、必
要
に
応
じ
て「
特
定
保
健

指
導
」が
行
わ
れ
ま
す
。

　

特
定
保
健
指
導
は
、比
較
的
リ
ス
ク
の
低
い

人
を
対
象
と
し
た「
動
機
付
け
支
援
」と
リ
ス

ク
の
高
い
人
を
対
象
と
し
た「
積
極
的
支
援
」

が
あ
り
ま
す
。動
機
付
け
支
援
は
、初
め
に
面

接
を
受
け
後
に
生
活
習
慣
が
改
善
さ
れ
た
か

ど
う
か
の
評
価
を
受
け
ま
す
。一
方
、積
極
的

支
援
は
、保
健
師
や
管
理
栄
養
士
と
面
談
し
、

日
常
生
活
の
分
析
、摂
取
カ
ロ
リ
ー
の
数
値
の

設
定
、運
動
等
3
ヶ
月
か
ら
半
年
に
亘
っ
て
指

導
を
受
け
る
も
の
で
す
。

　

特
定
健
診
が
従
来
の
健
診
と
大
き
く
違
う

と
こ
ろ
は
健
診
内
容
が
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
の
判
断
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る■問い合わせ先：  役場町民窓口課　国民健康保険係　（☎ 275-8264）

　

疾
病
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、特
定
健
診

後
に
行
わ
れ
る
特
定
保
健
指
導
が
重
要
な
も

の
と
な
り
ま
す
。日
中
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
方

に
と
っ
て
は
継
続
的
に
行
わ
れ
る
積
極
的
支

援
等
は
負
担
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を

解
消
す
る
こ
と
で
将
来
に
亘
っ
て
必
要
と
な

る
医
療
費
の
自
己
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と

は
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　

近
年
、医
療
費
は
増
加
し
つ
づ
け
各
医
療
保

険
は
非
常
に
苦
し
い
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い

ま
す
。昭
和
町
国
民
健
康
保
険
も
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

日
常
生
活
を
見
直
し
、生
活
習
慣
を
改
善
す

る
こ
と
で
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
そ
し
て

経
済
的
に
も
重
荷
と
な
る「
病
い
」か
ら
身
を

守
り
、充
実
し
た
暮
ら
し
を
実
現
出
来
る
と
と

も
に
、昭
和
町
国
民
健
康
保
険
を
支
え
て
い
く

こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

特
定
保
健
指
導
を
う
け
ま
し
ょ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

国
保
疾
病
統
計
か
ら
見
て
み
よ
う

こ
と
、そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
疾
病
を
早

期
発
見
、早
期
治
療
を
す
る
た
め
の
も
の
か
ら

疾
病
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
健
診
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。

外　　来
順  位 疾 病 分 類 項 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

歯及び歯の支持組織の障害
高血圧性疾患
呼吸器系の疾患
眼及び付属器の疾患
筋骨格系及び結合組織の疾患
皮膚及び皮下組織の疾患
精神及び行動の傷害
糖尿病
感染症及び寄生虫症
消化器系の疾患

入　　院
順  位 疾 病 分 類 項 目
1
1
3
4
5
5
7
8
8
8

腫瘍
精神及び行動の障害
腎尿路生殖器系の疾患
脳血管疾患
神経系の疾患
損傷、中毒及びその他の外因の影響
消化器系の疾患
乳房の悪性腫瘍
内分泌、栄養及び代謝疾患
糖尿病

高率受診件数上位10

Information
お 知 ら せ

年末調整、確定申告には

をご利用ください。

「国民健康保険税納付額のお知らせ」

　今年1月から１２月までに納めていただいた国民健康

保険税は「年末調整」「確定申告」の時に社会保険料控除

として所得から差し引くことが出来ます。

　支払った国民健康保険税額を知りたい場合は昭和町

役場町民窓口課に「国民健康保険税納付額のお知らせ」

を申請してください。（ご本人、同居家族以外の方が申請

する場合は委任状が必要です。）

　役場に来られない場合も連絡をいただければご自宅へ

郵送いたします。いずれも無料です。ご自宅以外のところ

への郵送、また、電話でのお問い合わせには地方公務員

法、及び昭和町個人情報保護条例に基づきできませんの

でご了承ください。
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町
で
は｢

公
衆
衛
生
の
向
上
、

公
共
水
域
の
水
質
保
全
、
清
潔
で

快
適
な
生
活
の
確
保
」
を
目
的
と

し
て
下
水
道
事
業
を
進
め
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
す
で
に
町
民
の
約

7
割
を
超
え
る
み
な
さ
ま
が
下
水

道
を
使
え
る
地
域
（
供
用
開
始
区

域
）
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

下
水
道
事
業
は
、
た
だ
下
水
道

の
工
事
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
終

わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
供
用
開

始
区
域
の
み
な
さ
ま
が
下
水
道
に

接
続
を
し
、
下
水
道
を
使
用
し
て

初
め
て
事
業
の
目
的
が
果
た
せ
る

の
で
す
。

※
供
用
開
始
区
域
に
お
住
ま
い
の

み
な
さ
ま
、
ま
た
、
区
域
内
に

ア
パ
ー
ト
、
事
業
所
等
を
お
持

ち
の
み
な
さ
ま
、
１
日
も
早
い

下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

〜
下
水
道
は
み
ん
な
の
施
設
！ 

大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う
〜

下
水
道
に
油
な
ど
を　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
！

▲マンホール清掃の様子

下
水
道
へ
の

　

接
続
は
お
済
で
す
か
？

人
権
擁
護
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た

　

法
務
大
臣
か
ら
10
月
1
日
付
け

で
、
河
東
中
島
に
お
住
ま
い
の
、
松

木
安
子
さ
ん
と
押
越
に
お
住
ま
い

の
、
山
田
洋
子
さ
ん
が
新
た
に
人
権

擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
3
年
間
で
す
。

松木安子さん

■12月 4日（金）～12月 10日（木）は「第61回　人権週間」です！

　

下
水
道
に
は
何
で
も
流
せ
る
と

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
数
年
、
下
水
道
に
流
す
こ
と
の

で
き
な
い
物
質
等
を
流
し
て
し
ま

う
こ
と
に
よ
り
、
下
水
道
の
公
共

マ
ス
、
本
管
等
が
詰
ま
っ
た
り
破

損
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
起
き
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
下
水
道
に
流

さ
れ
た
油
分
が
気
温
低
下
に
よ
っ

て
固
ま
り
、
汚
水
中
の
浮
遊
物
質

等
を
巻
き
込
ん
で
大
き
く
な
っ
た

オ
イ
ル
ボ
ー
ル
が
原
因
で
す
。

　

水
は
貴
重
な
資
源
で
す
。
一
度

汚
し
て
し
ま
う
と
元
に
戻
す
に
は

大
変
な
労
力
と
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
そ
ん
な
水
資
源
を
守
る
の
に

下
水
道
は
と
て
も
有
効
で
す
。

　

再
度
、
次
の
点
に
ご
注
意
い
た

だ
き
、
下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う
。

●
天
ぷ
ら
油
な
ど
の
食
用
油
、
石

油
な
ど
の
鉱
物
油
、
シ
ン
ナ
ー

な
ど
の
溶
剤
類
を
流
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

●
台
所
の
ゴ
ミ
や
残
り
物
、
風
呂

場
や
洗
面
台
の
髪
の
毛
等
は
極

力
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

●
水
に
溶
け
な
い
紙
お
む
つ
や
、

タ
バ
コ
の
吸
殻
等
を
流
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

●
洗
剤
等
は
、
量
を
守
り
使
い
過

ぎ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昭
和
町
で
は
個
人
の
排
水
管
等

の
清
掃
を
業
者
委
託
す
る
よ
う

な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
戸

別
訪
問
を
し
て
排
水
管
等
の
清

掃
を
強
制
す
る
よ
う
な
業
者
が

い
ま
し
た
ら
そ
の
場
で
の
契
約

は
避
け
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

役
場
下
水
道
課

　
　
　
（
☎
２
７
５
・
８
３
５
６
）

今
の
季
節
は
下
水
道
が

　

詰
ま
り
や
す
く
な
り
ま
す

下
水
道
は
大
切
な
財
産
で
す

山田洋子さん

「
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀

考
え
よ
う
相
手
の
気
持
ち

育
て
よ
う
思
い
や
り
の
心

‒
‒

ス
ロ
ー
ガ
ン

◆
下
水
道
の
閉
塞
等
が
起
き
た
箇
所

①
西
条
彩
の
広
場
南
の
マ
ン
ホ
ー

ル
・
東
の
マ
ン
ホ
ー
ル
②
西
条
昭

和
高
校
東
側
公
共
マ
ス
③
西
条
上

石
田
一
丁
目
西
条
線
の
甲
府
バ
イ

パ
ス
交
差
点
か
ら
南
側
の
公
共
マ

ス
④
河
西
大
林
公
園
横
の
マ
ン

ホ
ー
ル
⑤
西
条
地
内
昭
和
バ
イ
パ

ス
の
マ
ン
ホ
ー
ル
⑥
清
水
新
居
諏

訪
神
社
南
交
差
点
付
近
の
マ
ン

ホ
ー
ル

※
下
水
道
に
流
し
て
は
い
け
な

い
物
質
等
を
流
す
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て

は
、
下
水
道
法
に
よ
り
そ
の
原

因
を
生
じ
さ
せ
た
人
に
修
繕
及

び
清
掃
等
の
費
用
負
担
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。



　 　　 　

☎

☎

　
こ
ん
に
ち
は
！
昭
和
町
サ
ッ
カ
ー
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
す
。

　
西
条
、押
原
、常
永
小
学
校
の
子

供
た
ち
が
元
気
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

駆
け
回
っ
て
い
ま
す
。

　
近
年
、子
供
の
運
動
能
力
や
体

力
の
低
下
が
騒
が
れ
て
い
る
中
、少

し
で
も
子
供
達
が
体
を
動
か
し
、楽

し
く
サ
ッ
カ
ー
が
で
き
る
環
境
を

整
え
る
よ
う
に
後
援
会
の
協
力
を

頂
き
な
が
ら
、活
動
し
て
い
ま
す
。

　
み
ん
な
で
楽
し
く
一
緒
に
サ
ッ

カ
ー
を
や
り
ま
し
ょ
う
。

火
曜
日

　
午
後
5
時
50
分

　
〜

　
７
時
20
分

　
　
　
　（
押
原
小
学
校
）４
年
生
か
ら
６
年
生

木
曜
日
　
午
後
５
時
50
分

　
〜

　
７
時
20
分

　
　
　
　（
押
原
小
学
校
）１
年
生
か
ら
６
年
生

土
曜
日
　
午
後
１
時
00
分

　
〜

　
２
時
30
分

　
　
　
　（
西
条
小
学
校
）１
年
生
か
ら
３
年
生

　
　
　
　
午
後
２
時
45
分

　
〜

　
４
時
30
分

　
　
　
　（
西
条
小
学
校
）４
年
生
か
ら
６
年
生

日
曜
日

　
午
前
９
時
00
分

　
〜

　
11
時
00
分

　
　
　
　（
西
条
小
学
校
）全
団
員

問
い
合
わ
せ

　
☎
０
９
０-

４
８
４
０-

１
２
０
５
　
望
月

  

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
紹
介（
サ
ッ
カ
ー
）

練

習

日

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求手続きについて
　平成 21年度（平成 21年 1月～平成 21年 12 月分）の助成金の請求を次により受け付けますので、該当する場合
は下記のいずれかの会場へ来場の上、手続きをしてください。

1　助成対象者
　平成 21年度分の自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、または平成 22年度から減免を受けることがで
きる方で、身体障害者手帳 1級・2級、療育手帳Aまたは戦傷病者手帳特別・第 1・第 2項症に該当する方。

２　受付日程

（1） 平成 22年 1月   5 日（火） 午前 10時～午後 3時 昭和町総合会館　　　 2階　軽運動室
（2） 平成 22年 1月   6 日（水） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室
（3） 平成 22年 1月   7 日（木） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室
（4） 平成 22年 1月   8 日（金） 午前 10時～午後 3時 甲斐市敷島総合文化会館　 2階　研修室
（5） 平成 22年 1月 13日（水） 午前 10時～午後 3時 白根はーとふるセンター　 1階　多目的室
（6） 平成 22年 1月 14日（木） 午前 10時～午後 3時 白根はーとふるセンター　 1階　多目的室
（7） 平成 22年 1月 18日（月） 午前 10時～午後 3時 北杜市役所本庁舎（須玉）　1階　会議室
（8） 平成 22年 1月 20日（水） 午前 10時～午後 3時 甲斐市敷島総合文化会館　 2階　研修室
（9） 平成 22年 1月 21日（木） 午前 10時～午後 3時 北杜市役所長坂総合支所　 1階　会議室
（10）平成 22年 1月 25日（月） 午前 10時～午後 4時 北巨摩合同庁舎（韮崎）　 1階　大会議室
（11）平成 22年 1月 27日（水） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室
（12）平成 22年 1月 28日（木） 午前 9時 30分～午後 4時 甲府市総合市民会館　 1階　多目的室

　　　（受付期間）平成 22年 1月 5日（火）～ 2月 5日（金）

3　当日持参するもの
（1）  心身障害者自動車燃料費助成金請求書
（2）  身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか（「減免申請済」と押印があるもの）
（3）  印鑑
（4）  車検証
（5）  預金通帳（ゆうちょ銀行は除く）
（6）  対象期間分の自動車燃料の領収書（請求者氏名等が印字されているもの）及び購入量計算書、または支払証明

書（購入先給油店から証明を受けたもの）

４　請求書、購入量計算書及び支払証明書の用紙は、役場福祉課及び中北保健福祉事務所福祉課に置いてあります。
　※ 請求の最終締切りは、平成 22年 2月 5日（金）です。

■問合せ先　甲府市太田町 9-1　中北保健福祉事務所 2階 福祉課（☎ 237-1381　FAX235-7115）
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《常永土地区画整理事業・木造住宅耐震化促進事業関係》

【第 73号】
　現在、昭和町下水道課の発注により、下水道工事を
行っています。今年度工事で完了している工区と併せて、
現在工事発注済位置図および今年度工事発注予定位置
図、施工業者と工期を掲載しましたので、ご確認下さい。

　今年度も工事箇所が多く、通行等に大変不便をおか
けしておりますが、ご理解とご協力をお願いします。

①㈱名執組　　　平成21年10月16日　　完　了
②井口工業㈱　　平成22年11月15日　　施工中
③三島工業㈱　　平成22年11月15日　　施工中
④㈲管清社　　　平成21年11月27日　　施工中
⑤㈱田中重建　　平成21年12月21日　　施工中
⑥明友建設㈱　　平成22年11月15日　　施工中
⑦㈱坂本建運　　平成22年11月29日　　施工中
⑧㈲金丸組　　　平成22年12月19日　　施工中
⑨今年度工事発注予定

平成21年度下水道工事について

木造個人住宅耐震改修事業費補助事業
○補助対象：上記の無料耐震診断の対象となる個

人住宅で、その無料耐震診断におい
て総合評点が1.0未満との判定を受
けた住宅を総合評点1.0以上にする
ための耐震改修工事。

○補 助 額：対象経費の1/2　※ただし100万円
（高齢者等世帯は120万円）を限度と
する。

※補助を希望される方は事前にご相談ください。

◇ 木 造 住 宅 耐 震 診 断 事 業 ◇
◇木造住宅耐震改修事業費補助事業◇
～なぜ「木造住宅の耐震化」が必要なのか？～

　平成７年１月１７日に発生した「阪神・淡路大震災」
では、約８割以上の方が、建物の倒壊等の圧死が原因で
亡くなられています。建物等の被害は、特に昭和５６年
５月３１日以前の建築基準法により建築された木造住
宅で顕著に発生しており、このような倒壊等の危険性
が高い木造住宅の耐震化を進めることが、大地震の際
の犠牲者や被害を最小限に食い止めるための重要な防
災対策となるのです。
　東海地震の地震防災対策強化地域に指定されている
本町では、“災害につよいまちづくり”を目指して、大
地震発生に倒壊の危険性が高い新耐震基準以前（昭和
５６年５月３１日以前）に建築された木造個人住宅に
ついて、右の耐震化推進事業を実施しています。災害時
には自らの命と財産を守るための第一歩として、ぜひ
ご活用下さい。

◆木造個人住宅耐震診断事業・耐震改修事業費
　補助事業のお申し込み先は・・・
　役場都市整備課都市整備係（☎275－8413）

木造個人住宅耐震診断事業
○対象住宅：昭和５６年５月３１日以前に木造在

来工法で建築された２階建て以下の
個人住宅

○募集戸数：１０戸（先着順）※申込状況によって
は募集戸数を追加する予定です。

○診断費用：無料（費用は国・県・町で負担）

『まちづくり』だより

◇問い合わせは…　常永土地区画整理組合（☎275-2261）　
　　　　　　　　　役場区画整理課（☎275-8918）・下水道課（☎275-8356）
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